
重要 
 

                               令和 4 年 1 月 21 日 

会員各位 

 

いつもお世話になっております。 

本日より、岐阜県に「まん延防止重点措置」が適用されました。 

 

つきましては、サポートを希望するお子さん（きょうだい・ご家族も含む）の

通う保育園、幼稚園、小学校（塾や習い事を含む）や職場等で、新型コロナウイ

ルス感染症での休校、休園、学級閉鎖（お子さんの通うクラス）、休塾等の場合、

自宅待機期間のためサポートを控えさせていただく場合があります。 

 

その為、依頼会員さんから提供会員さんへサポート前に、速やかにお子さんの

過ごす環境の情報を連絡してください。状況により提供会員さんがサポートを

お断りすることもあります。（このような状況ですので、新規の方の紹介や代わ

りの提供会員さんの紹介は控えさせていただきます。） 

 

また、提供会員さんからお子さんの過ごす環境について積極的にお尋ねいた

だき、ご無理のない範囲でサポートしていただければと思います。 

 

提供会員、依頼会員共に安心・安全なサポートのため、ご理解・ご協力お願いい

たします。 

 

ご不明な点等ございましたら、事務所までご連絡ください。 
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